
平成 20年 9月号15

お　

知　

ら　

せ

案　

内

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送

受
信
料
の
免
除

基
準
が
拡
大

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち

の
方
を
対
象
と
し
た

　

障
害
者
手
帳
を
お
持
ち
の
方
の
Ｎ

Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
の
免
除
基
準
が
、

平
成
20
年
10
月
1
日
か
ら
次
の
と
お

り
変
わ
り
ま
す
。

【
全
額
免
除
】

　

身
体
・
知
的
・
精
神
障
害
者
手

帳
を
お
持
ち
の
方
が
お
ら
れ
る
世
帯

で
、
世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
（
住

民
税
）
非
課
税
の
場
合

※ 

従
来
の
「
身
体
障
害
者
」「
重
度

の
知
的
障
害
者
」
か
ら
対
象
者
を
拡

大
。

※ 

生
活
状
況
の
条
件
を
「
市
町
村

民
税
非
課
税
」
に
統
一
。

【
半
額
免
除
】

　

視
覚
・
聴
覚
障
害
者
手
帳
を
お
持

ち
の
方
が
世
帯
主
の
場
合

　

身
体
（
1
級
又
は
2
級
）、
精
神

（
1
級
）障
害
者
手
帳
、知
的
障
害（
療

育
手
帳
Ａ
）
を
お
持
ち
の
方
が
世
帯

主
の
場
合

※ 

従
来
の
「
重
度
の
肢
体
不
自
由

者
」
か
ら
対
象
を
拡
大
。

  

申
請
用
紙
は
大
山
町
役
場 

福
祉
保

健
課（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
な
わ
内
）

ま
た
は
各
支
所
総
合
窓
口
課
に
あ
り

ま
す
。

　

手
続
き
に
は
、
お
持
ち
の
障
害
者

手
帳
と
印
鑑
が
必
要
で
す
の
で
、
ご

持
参
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
鳥
取
放
送
局

　

☎
０
８
５
７
‐
29
‐
９
２
１
０　

　

（
午
前
９
時
30
分
〜
午
後
６
時
）

　

終
戦
当
時
の
引
揚
者
の
方
へ

〜
通
貨
・
証
券
な
ど
を

お
返
し
し
て
い
ま
す
〜

　

税
関
で
は
、
お
預
か
り
し
て
い
る

次
の
通
貨
・
証
券
な
ど
を
お
返
し
し

て
い
ま
す
。

◆
終
戦
後
、
外
地
か
ら
引
き
揚
げ
て

こ
ら
れ
た
方
が
、
上
陸
港
の
税
関
、

海
運
局
に
預
け
ら
れ
た
通
貨
・
証
券

な
ど

原
爆
被
爆
者
二
世
の

健
康
診
断
に
つ
い
て

◆
対
象
者

　

県
内
居
住
の
原
爆
被
爆
者
二
世
で

受
診
を
希
望
さ
れ
る
方

◆
実
施
期
間

　

10
月
１
日
〜
平
成
21
年
2
月
27
日

◆
実
施
場
所

　

鳥
取
県
立
中
央
病
院

　

鳥
取
県
立
厚
生
病
院

　

国
立
病
院
機
構
米
子
医
療
セ
ン

タ
ー

　

日
野
病
院
組
合
日
野
病
院

◆
外
地
の
集
結
地
に
お
い
て
総
領
事

館
、
日
本
人
自
治
会
な
ど
に
預
け
ら

れ
た
通
貨
・
証
券
な
ど
の
う
ち
日
本

に
返
還
さ
れ
た
も
の

　

返
還
の
申
し
出
は
、
ご
本
人
ば
か

り
で
な
く
、
ご
家
族
の
方
で
も
結
構

で
す
。
お
心
当
た
り
の
方
は
、
上
陸

港
を
所
轄
す
る
税
関
ま
た
は
境
税
関

支
署
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

境
税
関
支
署
（
境
港
港
湾
合
同
庁
舎
内
）

　

☎
０
８
５
９
‐
42
‐
２
２
２
８

　

FAX
０
８
５
９
‐
42
‐
３
８
９
3

◆
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

米
子
保
健
所

　

☎
０
８
５
９
‐
31
‐
９
３
１
７

◆
申
込
期
間

　

9
月
1
日
（
月
）
〜
22
日
（
月
）

◆
そ
の
他

　

受
診
料
は
無
料
で
す
（
た
だ
し
、

精
密
検
査
は
有
料
）
が
、
交
通
費
な

ど
は
自
己
負
担
で
す
。

司
法
書
士
に
よ
る

無
料
相
談
会

全
国
一
斉
成
年
後
見
相
談
会

◆
日
時

　

9
月
15
日
（
月
・
祝
）

　

10
時
〜
16
時

◆
場
所

　

米
子
コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー

　

3
階　

第
2
会
議
室　
　

◆
相
談
例

　

ひ
と
り
暮
ら
し
の
今
後
が
心
配
。

　

遺
産
分
割
協
議
を
し
た
い
け
ど
、

父
が
認
知
症
だ
。

　

知
的
障
害
を
持
つ
子
ど
も
の
将
来

が
心
配
。

　

年
金
が
母
の
た
め
に
使
わ
れ
て
な

い
み
た
い
・
・
ど
う
し
よ
う
。

全
国
一
斉
司
法
書
士
法
律
相
談

◆
日
時

　

10
月
3
日
（
金
）

　

10
時
〜
16
時

◆
場
所

　

米
子
市
文
化
ホ
ー
ル
1
階

　

展
示
室

◆
相
談
例

　

相
続
が
開
始
し
た
が
、
土
地
や
家

屋
の
名
義
を
ま
だ
書
き
換
え
て
い
な

い
。

　

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
会
社
や
消
費

者
金
融
か
ら
し
つ
こ
く
借
金
返
済
の

催
促
を
受
け
て
い
る
。

　

高
齢
で
ひ
と
り
暮
ら
し
の
母
が
、

訪
問
販
売
な
ど
の
悪
質
商
法
に
だ
ま

さ
れ
な
い
か
不
安
だ
。

　

ア
パ
ー
ト
を
退
去
す
る
際
、
多
額

の
原
状
回
復
費
を
請
求
さ
れ
た
。

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

鳥
取
県
司
法
書
士
会

　

☎
０
８
５
７
‐
24
‐
７
０
１
３

　

FAX
０
８
５
７
‐
24
‐
６
０
８
１


